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④ 実験系産業廃棄物
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④ 実験系産業廃棄物

化学物質等の付着があるか？ ① 実験廃液・化学系廃棄物

医療廃棄物の基準に沿う廃棄物か？ ② 医療廃棄物

プラスチック類

ガラス・陶磁器類
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ゴム・ビニール類

【問合せ先】 環境安全管理センター （事務担当：施設企画課 専門職員（環境安全担当））

TEL ：0742-20-3558 E-mail： kikaku@jimu.nara-wu.ac.jp

＊毒劇物の付着していない生物系のチップ類等は、

「④実験系産業廃棄物」へ！

＊試薬びん等は、必ず洗浄して、試薬のついていないものは

「④実験系産業廃棄物」へ！

＊化学系実験で使用したものは付着薬品等を洗浄（2回以上）

すること！

金属類

＊動物実験で使用した注射針、注射筒、鋭利なもの、及び

血液等の付着したものは、「②医療廃棄物」へ！

培地等付着物

紙・布類

■回収日 ： 毎月・第２火曜日

１０時１５分～１０時４５分

（休みの場合は次の日）

■回収場所： Ｃ棟北側実験系廃棄物置き場

※混在可

実験に伴い発生した廃棄物で、有害な物質が付着していないもの
★廃棄小型機器・装置類については、財務課契約第一係へ連絡してください。

＊化学系実験で使用した注射針、注射筒、鋭利なものは、

「①実験廃液・化学系廃棄物／化学実験系注射針等」へ！


